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○小矢部市商業インキュベータ利用補助金交付要綱 

平成15年３月28日告示第21号 

改正 

平成16年４月１日告示第36号 

平成17年３月22日告示第40号 

小矢部市商業インキュベータ利用補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、小矢部市補助金等交付規則（昭和43年小矢部市規則第５号。以下「規則」と

いう。）第21条の規定に基づき、小矢部市商業インキュベータ利用補助金（以下「補助金」とい

う。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

（補助金の交付） 

第２条 市長は、新たな小売商業等の創出及び魅力ある商店街づくりを促進するため小矢部市商業

インキュベータ（以下「インキュベータ」という。）を使用する者で、インキュベータ・ルーム

（以下「ルーム」という。）の改装を行うものに対し、予算の範囲内において、補助金を交付す

るものとする。 

（交付の対象事業等） 

第３条 補助金の交付対象となる事業の内容及び経費並びにこれに対する補助率及び限度額は、次

のとおりとする。 

(１) 対象事業の内容 ルームの使用開始に伴う改装 

(２) 対象経費 ルームの改装に要する費用の額（ルームの改装に関し、別に補助金等が交付さ

れるときは、その補助金等の額を除く。） 

(３) 補助率 対象経費の50パーセント以内 

(４) 補助金限度額 １件当たり 50万円 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、あらかじめ、小矢部市

商業インキュベータ利用補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、市長に

提出しなければならない。 

(１) 事業計画書（様式第２号） 

(２) 収支予算書（様式第３号） 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 
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（交付決定の通知） 

第５条 市長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書の内容を審査し、この事業の内容

に適合していると認めるときは、補助金交付の決定を行う。 

２ 市長は、前項の決定を行ったときは、その旨を速やかに当該申請者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第６条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金に係る事業が完

了したときは、小矢部市商業インキュベータ利用補助金実績報告書（様式第４号）に次に掲げる

書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

(１) 事業実績書（様式第５号） 

(２) 収支決算書（様式第６号） 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（額の確定通知） 

第７条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書の内容を審査し、補助金の交付要件に適

合すると認めたときは、補助金の額の確定を行う。 

２ 市長は、前項の額の確定を行ったときは、その旨を速やかに補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第８条 市長は、補助事業者がルームの使用開始の日から１年以内にその使用を取りやめたときは、

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還

を命ずることができる。 

（帳簿の備付け） 

第９条 補助事業者は、補助事業に係る収支の状況を明らかにした帳簿又は証拠書類を整備し、当

該補助事業完了の日の属する会計年度の翌会計年度から５年間保存しなければならない。 

（細則） 

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年４月１日告示第36号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（平成17年３月22日告示第40号） 

（施行期日） 
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１ この告示は、平成17年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の

間、所要の調整をして使用することができる。 

様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第４条関係） 
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様式第３号（第４条関係） 
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様式第４号（第６条関係） 
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様式第５号（第６条関係） 
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様式第６号（第６条関係） 

 


